
 医師偏在対策
・医師確保計画等を通じた地域及び診療科の医師偏在対策
・総合診療専門医の確保等
・臨床研修医の定員の配置等による偏在対策

都道府県：地域の医療提供体制の確保

医療機関：労働時間短縮に向けた取組と適切な労務管理

 診療体制の見直し
・救急等の医療提供の見直し
・診療科の見直し、病院の再編・統合

 医療のかかり方の見直し
 かかりつけ医の活用
⇒ 大病院への集中の緩和

 労務時間管理の
徹底

・客観的な手法による労働時間の把握
・36協定の締結
・宿日直、研鑚の適正な取扱い 等

医師の働き方改革の全体像

住民：適切なかかり方

医師労働時間短
縮計画

＾＾＾＾＾
＾＾＾＾＾
・・・・・

医師偏在
対策

 勤務環境改善支援
・医療勤務環境改善支援センター等を通じ、医療機関に対する労働時間短
縮等に向けた勤務環境改善の支援

 地域医療構想
・地域の医療ニーズに即した効率的な医療機能の確保
・公立・公的医療機関等の2025年に向けた具体的対応方針の検証

※下線部は法改正予定事項

 医師の確保
・地域の医療機関間の医師配置の見直し等

 労働時間短縮に向けた取組
・タスク・シフト／シェア
・医師の業務の削減
・変形労働時間制等の導入
・ＩＣＴ等の活用
・その他の業務削減・効率化

労働時間短縮に向けた
取組や労務管理に関し
て支援を実施

労働時間短縮に向けた取組・
労務管理状況について評価

医療の質を確保しつつ、時間外・休日労働時間数を削減

適切な労働時間の把握・給与の支払い

 追加的健康確保措置
・連続勤務時間制限、勤務間インターバル、代償休息
・面接指導 等

（取組の前提として）

第１回医師等医療機関職員
の働き方改革推進本部
（11/27）資料 一部改変
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評価機能

診療
研究
医師の養成 等

大学・
大学病院
（医育機関
・医局機能）

地域医療
構想



〇 我が国の医療は、医師の自己犠牲的な長時間労働に支えられてきており、医師の健康
確保、医療の質の向上の観点からも、医師の働き方改革は急務である。

〇 2024年４月の医師に対する労働時間の上限規制の適用に向け、各医療機関は、労働
時間の把握・給与の支払いに加えて、労働時間短縮の取り組みを進めていく必要があ
る。

こうした医療機関における勤務環境改善に対して、都道府県や関係団体と連携しなが
ら、省を挙げて推進していく。

〇 また、医師の長時間労働の背景には、医師の需給や偏在、地域医療提供体制における
機能分化・連携が不十分な地域の存在、医療・介護連携や、医療のかかり方等の様々な
論点や課題が絡みあって存在している。

○ 特に、労働時間の短縮を進めるに当たって、医療機関は、診療体制の縮小のほか、医
師確保、地域医療支援を行うために医師を他の医療機関に派遣している医療機関の派遣
の取りやめや制限等を行うことが指摘されている。

〇 こうした地域医療提供体制や医師偏在への影響を注視しつつ、必要な対策を講じてい
くことが求められる。

〇 2024年４月に向けて、今後、こうした問題に対し、厚生労働省として、全省的な取組
を検討していく。

医師の働き方改革を進めるに当たって第１回医師等医療機関職
員の働き方改革推進本部
（11/27）資料
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（１）医療機関内の労働時間短縮の取組への支援
・各医療機関は、タスク・シフト／シェア、医師の業務の削減、変形労働時間制等の導入、ＩＣＴ等の活用、マネジメント改革その
他の勤務環境改善により、労働時間の短縮を図っていく必要がある。
・このため、タスク・シフト／シェアを更に進めるための制度改正の検討を進めるほか、ICTの導入等その他の業務効率化に取り組
む医療機関に対して予算措置を行い、医療勤務環境改善支援センターの強化により支援の充実を図る。また、行政文書の削減
等により、医師の業務負担を緩和していく。
・令和２年度診療報酬改定に向けて、救急医療の実態を踏まえ、特に過酷な勤務環境となっている救急医療の実績が一定水準
以上の医療機関について、地域医療の確保を図る観点から評価を行うことを中央社会保険医療協議会において検討。
・地域医療介護総合確保基金を公費143億円程度増額し、地域医療に特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっていると
都道府県知事が認める医療機関を対象に、勤務医の労働時間短縮のための体制整備に関する先行的な取組を促すこととしてい
る。

（２）地域医療に関する取組（地域医療構想と医師偏在対策の推進（「三位一体」））
医療施設の最適配置の実施と連携を行い、実効性のある医師偏在対策を三位一体で推進

（３）上手な医療のかかり方の普及啓発
受診の必要性や医療機関の選択等の適切な理解と行動により医療提供側の負担を軽減するため、医療の受け手に対して周知啓
発活動を実施

（４）地域及び医療機関における実態把握と実例づくり
労働時間の短縮に成功している事例を積み上げ、横展開することにより、全国的に労働時間の上限規制に対応できる体制を各地
域・医療機関において整備する。

2024年4月に向けた労働時間の短縮について

3

今後の対応

現状において、年間3000時間近い時間外労働を行っている医師もいる中で、2024年４月までに、全ての勤務医が年間960時間又
は1860時間以下まで、適正な労務管理と給与の支払いを行った上で、時間外労働を削減していく必要がある。

課題



医療機関内の
労働時間短縮の取組への支援
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タスク・シフト／シェアの推進策

〇 タスク・シフト／シェアの推進に関する検討会において、医師の業務のうち、医師以外の医療専門職種が現行制度の下で、
・「実施可能な業務」
・「明確に示されていない業務」
・「実施できない業務のうち、十分実施可能で法改正等を行えば実施可能となる業務」
に分けてタスク・シフト／シェアの検討を進めている。

制度改正が必要なもの

〇 医療従事者一般が実施可能な業務に係るタスク・シフト
〇 パッケージ化による特定行為制度の普及を通じたタスク・シフト
〇 診療科偏在の是正によるタスクシェア

既に実施可能だが進んでいないもの

タスク・シフティング等医療勤務環境改善推進事業
令和２年度予算案 2,124,608千円

① タスク・シフティング、タスク・シェアリングの推進や勤務間インターバルの
導入等による、勤務環境改善や労働時間短縮に関する先進的な取り
組みを行う医療機関に対する支援
② 会議開催等を通じて、勤務環境改善や労働時間短縮に資する好
事例の普及活動を行う医療関係団体に対する支援

予算

診療報酬

看護師の特定行為に係る研修機関支援事業
令和2年度予算案 591,523千円

指定研修機関の確保を図るため、指定研修機関の設置準備に必要な、
カリキュラム作成や備品購入、eラーニングの導入、実習体制構築等の
経費に対する支援
指定研修機関及び協力施設が質の高い研修を行うため、指導者経費
や実習に係る消耗費、委託費、指定研修機関と協力施設の連携に必
要な会議費等に対する支援 等 5

〇医師等の長時間労働などの厳しい勤務環境を改善する取組の評価

・医療機関内における労務管理や労働環境の改善のためのマネジメントシス
テムの実践に資する取組を推進。
・タスク・シフティング／タスク・シェアリング、チーム医療を推進。
・届出・報告の簡素化、人員配置の合理化を推進。
○地域医療の確保を図る観点から早急に対応が必要な救急医療体制等の
評価
○業務の効率化に資するICTの利活用の推進
・ ICTを活用した医療連携の取組を推進。



医師の業務の見直し／変形労働時間制等の導入／ICTの導入／その他業務効率化

平日日中の外来業務の見直し
夜間休日の外来業務の見直し
当直の分担の見直し
オンコール体制の見直し
診療科編成の見直し
主治医制の見直し
総合診療科の活用
勤務時間内の病状説明
勤務日数の縮減
委員会、会議の見直し

〇 タスク・シフト／シェアの推進とあわせて、医師の業務自体の見直し・削減を行うことが考えられる。例えば、当直やオンコールの分
担、会議のあり方について医療機関内で見直しを行うことにより、長時間労働の削減を進めていくことが考えられる。

〇 また、柔軟な働き方の導入により、労働時間の削減を行う。
〇 そのほか、オンラインコミュニケーションツールや音声入力の技術等を用いて、業務の効率化を図ることも可能。
〇 こうした医療機関における取組に対して、医療勤務環境改善支援センターにおける相談支援のほか、その費用について、一部助
成を行う。

＜医師の業務の見直し＞

・情報連携を支援するオンラ
インコミュニケーション
ツールの活用

・音声入力を用いたカルテ業
務の効率化

・オンライン診療の活用

＜ICT等の活用＞

Tele-ICU体制整備促進事業
令和２年度予算案 545,789千円

特に夜間休日等において、遠隔より適切な助言を行い、若手医師等、現
場の医師をサポートし勤務環境を改善するため、複数のICUを中心的な
ICUで集約的に患者をモニタリングし、集中治療を専門とする医師による
適切な助言等を得るため、下記の設備投資費、運営経費を支援する。

ＩＣＴを活用した産科医師不足地域に対する妊産婦モニタリング支援
令和２年度予算案：552,491千円

複数の分娩取り扱い施設の医療情報をICTにより共有し、核となる周産
期母子医療センターにおいて、周産期専門の医師等が集約的に妊産婦
と胎児をモニタリングし、遠隔地から現場の医師少数区域へ派遣された若
手医師等に対し適切な助言を行う体制の整備を促進することにより、医
療の生産性の向上の観点を踏まえた勤務環境の改善を行う。

予算

＜変形労働時間制の導入＞

業務の閑散に合わせた所定労
働時間を設定。あらかじめ夜
間まで手術がある場合は通常
の労働時間に組み込む等によ
り、柔軟な働き方を可能とす
る。

6

都道府県 医療勤務環境改善支援センター

マネジメントシステムの普及（研修会等）・導入支援、勤務
環境改善に関する相談対応、情報提供等

 医療労務管理アドバイザー（社会保険
労務士等）と医業経営アドバイザー
（医業経営コンサルタント等）が連携
して医療機関を支援

 センターの運営協議会等を通じ、地域
の関係機関・団体（都道府県、都道府
県労働局、医師会、歯科医師会、薬剤
師会、看護協会、病院団体、社会保険
労務士会、医業経営コンサルタント協
会等）が連携して医療機関を支援



医療勤務環境改善支援センターの強化
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医師の労働時間短縮の実績と取組を評価する新しい評価機能を設置する予定であるが、評価機能は第三者の立場で
評価を行う機関であり、評価結果を受けて医療機関を支援する機関として、都道府県の医療勤務環境改善支援セン
ターの役割は引き続き重要。同センターの抱える課題に対し、以下のとおり対応し、機能強化を図る。

体制の強化

都道府県における勤務環境改善担当者の増員
・勤務環境改善業務へのエフォートは平均で0.51人（最大 2.2人、最小0.1人）
・令和元年度、今後の医師の働き方改革への取組や医師確保対策により業務量増が想定されることから、普通交付税による増員を図った。
⇒ 令和２年度も増員要求中

運営財源の確保
・センターは地域医療介護総合確保基金を活用して運営。令和元年度は公費1034億円（平成30年度 同934億円）の内数。
・医療労務管理アドバイザーは労働保険特別会計（令和元年度約5億円）により確保。
⇒ 引き続き基金を確保するとともに、医療労務管理アドバイザーについて相談を待つ形でなく医療機関に出向いて支援することを推
進するべく予算方式を令和２年度より変更予定。

アドバイザーの能力向上
・センターは全部又は一部委託も可能であり、医師会や病院団体等が受託している例もあり、運営実態は多様である。
⇒ 都道府県向けに担当課長会議（年2回）による情報共有・意見交換や、随時の勤改通信（メーリングリストによる情報共有）、
所属アドバイザーに対するブロック毎での研修会等の開催による支援などを来年度以降も継続

認知度の向上

・センターの認知度（すでに利用又は活動内容を知っている病院の割合） 平成29年度31％→平成30年度37％
⇒ 県内の医療機関の勤務環境改善の取組に関する情報をセンターにと共有する調査を国において実施するとともに、国が行う各種講

演会・研修会での周知を重ねている。
⇒ 今年度は全国31会場で病院長向け研修等を実施（現時点で全国約1,100病院約1,700人以上参加予定であり、センターの認知度向上

を図る）また、令和２年度予算において周知の強化を予定。

センターの活動の方向性

・従来、説明会の開催や、相談があった場合の対応等、受け身的な活動を行う都道府県が多かったところ、平成30年度以降、訪問医療機
関数の増加など活動が活性化する傾向にある。
⇒ 直接支援を担当するアドバイザー向けの研修（ブロック研修会等）の内容を、より実地に即したものとする等によって、より多く
の医療機関を支援していけるよう引き続きセンターの活動を支援する。 7



行政文書の削減・簡素化

○ 医師の働き方改革に関する検討会の「中間的な論点整理」において、 医師の業務のうち、文書作成（行政から求められるもののほか、 国民が
生命保険・損害保険の支払いを受けるために、民間保険会社から求められる診断書等の作成を含む ）に係る業務のあり方について問題提起が
なされ、文書量が多いこと、記載事項が（本当に必要な項目なのか不明なものも含め）多岐にわたること、様式が統一されていないことなどへの
医療現の声を踏まえ、論点を整理し、効率的な対応の仕方を検討した上で、医師は医師でしか行えない業務により注力すべき旨の意見が出され
た（※）。
※このほか、医師による文書作成業務については、中央社会保険医療協議会「平成28年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査」（平
成29年2月においても、負担の大きな業務の一つに挙げられた。

○ こういった意見を受け、医師の勤務負担を一定程度削減するために、医師が慣習上関与している文書、又は行政が法令上及び実務上作成に
医師が関与することを求めている文書については、その見直しを行うこととした。

「医師の働き方改革に関する検討会「中間的な論点整理」

 民間保険会社の診断書等の様式の簡素化、標準化について「民間保険会社が医療機関に求める診断書等の簡素化等に関する
研究会」を立ち上げ検討が開始された。

 平成30年８月～平成30年12月 計４回開催
 平成30年12月13日「民間保険会社が医療機関に求める診断書等の簡素化等に関する研究会 議論の整理（案）」にて、生
命保険協会、日本損害保険協会・外国損害保険協会において、平成31年3月末を目途に、ガイドラインの改定に向けた検討作
業を順次進めていくこと、と示される。

 平成31年３月20日に生命保険協会、日本損害保険協会・外国損害保険協会において「診断書様式作成にあたってのガイドラ
イン」が改定。

医師が慣習上関与している文書の見直しについて

平成30年９月に厚生労働省所管の事項に係る医師による作成が必要な文書のうち、頻度等から絞った一定の文書について、病院
団体等に対し、特に負担と感じる文書とその理由・改善策についてのアンケート調査を実施。

 アンケート結果を分析・整理した上で、アンケート対応を行った医師への追加照会等を行い、優先的に見直すべき文書の洗い出しを
行った。

見直しが必要となった文書（障害年金の診断書、医療要否意見書、臨床調査個人票、主治医意見書）については、具体的な
見直しの方針の検討を行っているところ。

行政が法令上及び実務上作成に医師が関与することを求めている文書の見直しについて

8



地域医療に関する取組
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2040年に向けて新たな課題に対応するため、Ⅰ.地域医療構想の
実現に向けた取組、Ⅱ.医療従事者の働き方改革、Ⅲ.医師偏在対策
を三位一体で推進し、総合的な医療提供体制改革を実施

Ⅱ.医師・医療従事者の働き方改革
（医師の時間外労働に対する
上限規制：2024年～）

① 医療機関における労働時間管理の適正
化とマネジメント改革

② 上手な医療のかかり方に向けた普及・啓
発と患者・家族への支援

Ⅲ.実効性のある医師偏在対策
（偏在是正の目標年：2036年）

① 地域及び診療科の医師偏在対策

② 総合診療専門医の確保等のプライマ
リ・ケアへの対応

Ⅰ.医療施設の最適配置の実現と連携

（地域医療構想の実現：2025年まで）

① 全ての公立・公的医療機関等における具体的対応方針の合意形成

② 具体的対応方針の検証と地域医療構想の実現に向けた更なる取組

2040年の医療提供体制を見据えた３つの改革

10



都
道
府
県

○ 「地域医療構想」は、２０２５年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに２０２５年の
医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。

○ 都道府県が「地域医療構想」の策定を開始するに当たり、厚生労働省で推計方法を含む「ガイドライン」を作
成。平成２７年３月に発出。

○ 「医療介護総合確保推進法」により、平成２７年４月より、都道府県が「地域医療構想」を策定。平成２８年度
中に全都道府県で策定済み。
※ 「地域医療構想」は、二次医療圏単位での策定が原則。

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を策定し、
更なる機能分化を推進

（「地域医療構想」の内容）

１．２０２５年の医療需要と病床の必要量
・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに医療
需要と病床の必要量を推計
・在宅医療等の医療需要を推計
・都道府県内の構想区域（二次医療圏が基本）単位で推計

２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

在宅医療等の充実、医療従事者の確保・養成等

（機能
が

見えに
くい）

医
療
機
関

（B病棟）
急性期機能

（D病棟）
慢性期機能

（C病棟）
回復期機能

（A病棟）
高度急性期機能

○ 機能分化・連携については、

「地域医療構想調整会議」で議論・調整。

医療機能の現状と今後
の方向を報告（毎年１０
月）

病床機能報告

回復期機能の
患者

高度急性期機能
の患者

慢性期機能の患者

急性期機能の患者医療機能
を自主的
に選択

地域医療構想について

11



急性期

40.1万床

（34％）

3.3割減

回復期

37.5万床

（31％）

28.8割増

高度急性期
13.1万床（11％）

2.2割減

慢性期

28.4万床

（24％）

2割減

90.7
万床

89.6

万床

【地域医療構想における

2025年の病床の必要量】

合計 119.1万床

※1

急性期

55.5万床（46％）

高度急性期

16.5万床（14%）

５
慢性期

30.6万床（25％）

回復期

19.2万床（16%）

急性期

59.6万床（48％）

高度急性期

16.9万床（14%）

慢性期

35.5万床（28％）

回復期

13.0万床（10%）

【2015年度病床機能報告】

合計 121.8万床

91.2
万床

0.5万床増

1.4万床減

2.1万床増

4.0万床減

約2.8万床減

【2018年度病床機能報告（2019年5月時点暫定値）】

1.33

急性期

56.9万床（46％）

高度急性期

16.0万床（13％）

慢性期

34.6万床（28％）

回復期

17.1万床（14%）

合計 124.6万床

89.
9
万床

※1：2018年度病床機能報告において、「2025年7月1日時点における病床の機能の予定」として報告された病床数
※2：2015年の病床数との比較
※3：対象医療機関数及び報告率が異なることから、年度間比較を行う際は留意が必要

※2

※2

※2

※2

病床機能ごとの病床数の推移

○ 2025年見込の病床数※１は121.8万床となっており、2015年に比べ、3.3万床減少する見込みだが、地域医療構想
における2025年の病床の必要量と比べ未だ2.7万床開きがある。（同期間に、高度急性期+急性期は4.6万床減少、
慢性期は4.9万床減少の見込み）

○ 2025年見込の高度急性期及び急性期の病床数※１の合計は72万床であり、地域医療構想における2025年の病床の
必要量と比べ18.8万床開きがある。一方で回復期については18.3万床不足しており、「急性期」からの転換を進め
る必要がある。

合計 125.1万床

2025年見込2018年

76.
6

万
床

0.9万床減

2.7万床減

4.1万床増

0.9万床減

72.9
万床

72
万
床

53.2
万床

2015年
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地域医療構想に係るこれまでの経緯について

2017年３月 全ての都道府県において地域医療構想（2025年の４機能ごとの必要病床量等）を策定

〔新公立病院改革プラン(2017年3月まで),公的医療機関等2025プラン(2017年12月まで)の策定〕

～2019年３月 公立・公的医療機関等において、先行して具体的対応方針の策定

⇒地域医療構想調整会議で合意

2019年１月～ 厚生労働省医政局「地域医療構想に関するワーキンググループ（WG）」において、公立・公的
医療機関等の具体的対応方針について議論（再検証に係るものを含む）開始

３月 第20回WG⇒「急性期機能」に着目した再検証の基本的フレームワークについて合意

４月～９月 第21回～第24回WG⇒分析ロジックについて議論

６月 骨太の方針2019

９月26日 再検証に係る具体的な対応・手法についてとりまとめ
公立・公的医療機関等の個別の診療実績データを公表

10月４日 地域医療確保に関する国と地方の協議の場

10月17日～30日 地方意見交換会（ブロック別）を順次開催
（その後、都道府県の要望に応じ、個別に意見交換会を実施）

（今後の予定）
○ 民間医療機関の診療実績データを都道府県等に提供
○ 重点支援区域に対する支援 13



医師偏在対策の方向性

診療科別医師数の推移（平成6年：1.0）

平成 （年）

②医師養成課程を通じた地域における医師確保

○ 医学部における地域枠・地元枠の設定

○ 診療科ごとの将来必要な医師数の見通しの明確化

二次医療圏ごとにみた人口10 万
対医療施設従事医師数の増減
（平成20年→平成26年）

24%

5%

2%

16%

55%

58%

50%

56%

21%

36%

48%

33%

過疎地…

地方都…

大都市…

全体

減少 10%未満増加 10%以上増加

○ 医師個人を後押しする仕組み

○ 医療機関に対するインセンティブ

○ 医師と医療機関の適切なマッチング

④医師の少ない地域での勤務を促す環境整備

①都道府県における医師偏在対策実施体制の強化

○ 医師偏在指標の設定

○ 医師少数区域・医師多数区域の設定

○ 医師確保計画の策定

○ 産科・小児科における医師確保計画を通じた医師偏在対策

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

6 10 14 18 22 26

医師需給分科会「第４次中間取りまとめ」(2019.3.22)

③外来医療機能の不足・偏在等への対応

○ 外来医療機能に関する情報の可視化

○ 新規開業希望者等に対する情報提供

○ 外来医療に関する協議の場の設置及び協議を踏まえた取組

○ 医療機器の効率的な活用等に関する対応

14



上手な医療のかかり方の普及啓発
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上手な医療のかかり方の普及・啓発

【令和元年度の取組（普及啓発事業として委託）】

１．上手な医療のかかり方普及月間（11月）の実施

２．アワードの創設

３．国民全体に医療のかかり方の重要性に気づいて

もらうための普及啓発（CM等各種広告、著名人活用等）

⇒大使を活用したポスター・CMによる普及啓発

４．信頼できる医療情報サイトの構築

⇒１２月を目処に上手な医療のかかり方関連コンテンツ

（医療機能情報提供制度等、関連リンク集掲載）

５．#8000・#7119（存在する地域のみ）の周知

⇒上記２．の中でＰＲを実施

６．小中学生を対象とした医療のかかり方改善の 必要性と好事例の普及啓発

⇒小中高学生や母親学級等において使用する啓発冊子を作成し周知活動を実施。

７．民間企業における普及啓発

⇒上記２．で企業の取組を広く収集し好事例を横展開する。

受診の必要性や医療機関の選択等を適切に理解して医療にかかることができれば、患者・国民にとって、必要なときに適切な医療機関にかかることができ、
また、医療提供者側の過度な負担が軽減されることで、医療の質・安全確保につながるという観点から、周知・広報活動を実施。

16



地域及び医療機関における
実態把握と実例づくり
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【主なコンテンツ】

■国や都道府県、関係団体が行っている医療勤務

環境改善に関する施策や事業などを紹介

（関係法令・通知、医療勤務環境改善マネジメントシス

テムに関する指針・手引き、都道府県の各種助成金・相

談事業など）

■同種・同規模の病院との比較が可能な自己診断

機能を追加（４段階評価やコメントで自院の取組が進

んでいない分野を表示）

■医療機関が勤務環境改善に取り組んだ具体的な

事例を紹介（キーワードで取組事例を検索可能）

■医療機関の取組事例や勤務環境改善のアイディ

アを投稿することが可能

■掲載事例に対する評価やコメントを掲載でき、

意見交換の場として利用することが可能

■各都道府県の医療勤務環境改善支援センターの

HPへのリンク

いきいき働く医療機関サポートＷｅｂ（通称「いきサポ」）

http://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/
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トップマネジメント研修

令和元年12月～令和２年２月
全国各会場全31回実施

19



トップマネジメント研修
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医療勤務環境改善マネジメントシステム普及促進セミナー
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医療勤務環境改善マネジメントシステム普及促進セミナー
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参考資料
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月の上限を超える場合の面接指導と就業上の措置（いわゆるﾄﾞｸﾀｰｽﾄｯﾌﾟ）

Ｂ
：
地
域
医
療
確
保
暫
定

特
例
水
準(

医
療
機
関
を
特
定)

将来に向けて
縮減方向

2024年４月～

年960時間／
月100時間（例外あり）
※いずれも休日労働含む

年1,860時間／
月100時間（例外あり）
※いずれも休日労働含む

（原則）
１か月45時間
１年360時間

※この（原則）については医師も同様。

（例外）
・年720時間
・複数月平均80時間
（休日労働含む）
・月100時間未満
（休日労働含む）
年間６か月まで

Ａ：診療従事勤務
医に2024年度以降
適用される水準

※実際に定める３６協定
の上限時間数が一般則を
超えない場合を除く。

連続勤務
時間制限
28時間・
勤務間イ
ンターバ
ル９時間
の確保・
代償休息
のセット
（義務）

連続勤務時間
制限28時間・
勤務間イン
ターバル９時
間の確保・代
償休息のセッ
ト（義務）

※初期研修医に
ついては連続勤
務時間制限を強
化して徹底（代
償休息不要）

Ａ

将来
（暫定特例水準の解消
（＝2035年度末）後）

一般則

※実際に定める３
６協定の上限時間
数が一般則を超え
ない場合を除く。

連続勤務
時間制限
28時間・
勤務間イ
ンターバ
ル９時間
の確保・
代償休息
のセット
（義務）

連続勤務時間制限28時
間・勤務間インターバ
ル９時間の確保・代償
休息のセット（努力義
務）

連続勤務時間制
限28時間・勤務
間インターバル
９時間の確保・
代償休息のセッ
ト（努力義務）

【
追
加
的
健
康
確
保
措
置
】

【
時
間
外
労
働
の
上
限
】

年1,860時間／月100時間（例外あり）
※いずれも休日労働含む
⇒将来に向けて縮減方向

集
中
的
技
能
向
上
水
準

(

医
療
機
関
を
特
定)

Ｃ-１ Ｃ-２
Ｃ－１：初期・後期研修医が、研修

プログラムに沿って基礎的な技能や

能力を修得する際に適用

※本人がプログラムを選択

Ｃ－２：医籍登録後の臨床従事６年

目以降の者が、高度技能の育成が公

益上必要な分野について、特定の医

療機関で診療に従事する際に適用

※本人の発意により計画を作成し、

医療機関が審査組織に承認申請

Ｃ-１ Ｃ-２

年960時間／
月100時間（例外あり）
※いずれも休日労働含む

※あわせて月155時間を超える場合には労働時間短縮の具体的取組を講ず
る。

医師の時間外労働規制について

24

（平成31年３月28日「医師の働き方改革に関する検討会」報告書）



2024年４月までの見通し（実施主体について）

医療機関／国・都道府県

医療機関

医療機関

履行確保：都道府県

医療機関
相談支援：都道府県（医療勤務環境改善支援センター）

国レベル
を想定

医療機関

都道府県から独立
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◎：座長

◆第１回（令和元年７月５日）医事法制・医療政策における措置を要する

事項等について

◆第２回（令和元年９月２日）追加的健康確保措置の履行確保の枠組み・

医師労働時間短縮計画及び評価機能のあり方について

◆第３回（令和元年10月２日）地域医療確保暫定特例水準及び集中的技能

向上水準の指定の枠組みについて

◆第４回（令和元年11月６日）評価機能について

◆第５回（令和元年12月２日）評価機能について

構成員

検討のスケジュール

家保 英隆

今村 聡

遠藤 久夫

岡留 健一郎

片岡 仁美

城守 国斗

島崎 謙治

島田 陽一

鈴木 幸雄

堤 明純

馬場 武彦

水島 郁子

村上 陽子

森 正樹

森本 正宏

山本 修一

◎

高知県健康政策部副部長

公益社団法人日本医師会女性医師支援センター長

国立社会保障・人口問題研究所長

福岡県済生会福岡総合病院名誉院長

岡山大学医療人キャリアセンターMUSCUTセンター長

公益社団法人日本医師会常任理事

政策研究大学院大学教授

早稲田大学法学部教授

横浜市立大学産婦人科・横浜市医療局

北里大学医学部教授

社会医療法人ペガサス理事長

大阪大学大学院高等司法研究科教授

日本労働組合総連合会総合労働局長

日本医学会副会長（九州大学大学院消化器・総合外科教授）

全日本自治団体労働組合総合労働局長

千葉大学医学部附属病院院長

（１）医師の時間外労働の上限規制に関して、医事法制・医療政策

における措置を要する事項

・ 地域医療確保暫定特例水準及び集中的技能向上水準の対象医

療機関の特定にかかる枠組み

・ 追加的健康確保措置の義務化及び履行確保にかかる枠組み

・ 医師労働時間短縮計画、評価機能にかかる枠組み 等

（２）医師の時間外労働の実態把握

（３）その他

本検討会の検討事項

◆ 医師に対しては、2024年４月から時間外労働の上限規制が適用される。その規制の具体的内容等について検討してきた「医師の働き方改革

に関する検討会」において、労働基準法体系において定める上限規制と医事法制・医療政策における対応を組み合わせ、医師の診療業務の

特殊性を踏まえた働き方改革を推進していくことを内容とする報告書がとりまとめられた。

◆ これを受け、当該報告書において引き続き検討することとされた事項について、有識者の参集を得て具体的検討を行う。

（※五十音順）（計16名）

「医師の働き方改革の推進に関する検討会」について

26



◆ 医師に対して時間外労働の上限規制が適用される2024年４月に向けて、労働時間の短縮を着実に推進していくことが重要である。「医師
の働き方改革に関する検討会 報告書」では、労働時間短縮を強力に進めていくための具体的方向性の一つとしてタスク・シフティング/
シェアリングがあげられた。

◆ 現行制度の下でのタスク・シフティングを最大限推進しつつ、多くの医療専門職種それぞれが自らの能力を活かし、より能動的に対応で
きる仕組みを整えていくため、関係職能団体等30団体からヒアリングを行った。

◆ ヒアリング内容を踏まえて、タスク・シフト/シェアの具体的な検討を有識者の参集を得て行う。

「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」について

構成員

青木 郁香

秋山 智弥

猪口 雄二

今村 聡

釜萢 敏

木澤 晃代

権丈 善一

齋藤 訓子

永井 康徳

永井 良三

根岸 千晴

裵 英洙

馬場 秀夫

公益社団法人日本臨床工学技士会事務局業務部長

岩手医科大学看護学部特任教授

公益社団法人全日本病院協会会長

公益社団法人日本医師会女性医師支援センター長

公益社団法人日本医師会常任理事

日本大学病院看護部長

慶應義塾大学商学部教授

公益社団法人日本看護協会副会長

医療法人ゆうの森理事長たんぽぽクリニック

自治医科大学学長

埼玉県済生会川口総合病院副院長（麻酔科主任部長兼務）

ハイズ株式会社代表取締役

熊本大学大学院生命科学研究部消化器外科学講座教授

（※五十音順）（計13名）

◎：座長、○：座長代理

◎

本検討会の検討事項

（１）タスク・シフティング及びタスク・シェアリングの効果と

具体的在り方

（２）タスク・シフティング及びタスク・シェアリングのために

必要な教育・研修等

検討のスケジュール

◆ 第１回（令和元年10月23日）

・医師の働き方を進めるためのタスク・シフト/シェアについて

◆ 第２回（令和元年11月８日）

・整理した項目の進め方について

・現行制度上実施できない業務について

◆ 第３回（令和元年11月20日）

・現行制度上実施できる業務、明確にしめされていない業務について

○

27


